
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

○

〃

〃

担

当

課

（

室

）

○

農

用

地

利

用

配

分

計

画

の

認

可

の

申

請

農

村

振

興

課

目

次

○

二

級

建

築

士

の

免

許

の

取

消

し

建

築

指

導

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

【

告

示

】

○

騒

音

規

制

法

に

基

づ

く

騒

音

の

規

制

地

域

、

規

環

境

管

理

課

の

完

了

制

基

準

等

の

一

部

改

正

○

振

動

規

制

法

に

基

づ

く

振

動

の

規

制

地

域

、

規

〃

制

基

準

等

の

一

部

改

正

○

騒

音

に

係

る

環

境

基

準

の

類

型

を

当

て

は

め

る

〃

地

域

の

指

定

の

一

部

改

正（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

〃

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

岡

山

県

公

報

平成２８年２月２日 第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
八
号

騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
騒
音
の
規
制
地
域
、
規
制
基
準
等
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
四

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
第
一
早
島
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

里
庄
町

新
庄
グ
リ
ー
ン
ク
レ
ス
ト

第
二
種
区
域
及
び

新
庄
の
一
部

の
全
域
及
び
浜
中
の
一
部

第
四
種
区
域
以
外

（
別
図
の
と

（
別
図
の
と
お
り
）

の
地
域

お
り
）

別
表
第
二
早
島
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

里
庄
町

新
庄
グ
リ
ー
ン
ク
レ
ス
ト
の
全

ａ
区
域
以
外
の
地
域

域
及
び
浜
中
の
一
部
（
別
図
の

と
お
り
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
九
号

振
動
規
制
法
に
基
づ
く
振
動
の
規
制
地
域
、
規
制
基
準
等
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
五

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
早
島
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

里
庄
町

新
庄
グ
リ
ー
ン
ク
レ
ス
ト
の
全
域
及
び
浜

第
一
種
区
域
以
外
の
地
域

中
の
一
部
（
別
図
の
と
お
り
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
号

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
の
指
定
（
平
成
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
百
四
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
中
「
及
び
環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
平
成
五
年

政
令
第
三
百
七
十
一
号
）
第
二
項
」
を
削
り
、
本
則
の
表
早
島
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

里
庄
町

新
庄
グ
リ
ー
ン
ク
レ
ス
ト
の
全

Ａ
以
外
の
地
域

域
及
び
浜
中
の
一
部
（
別
図
の

と
お
り
）

本
則
の
表
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

、

、

、

、

、

域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
住
居
地
域

第
二
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
、
工
業
地
域
及
び
用
途
地
域
と
は
、
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
を

い
う
。

２

別
図
は
省
略
し
、
関
係
図
面
と
と
も
に
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
及
び
関
係
町
村
役

場
に
備
え
縦
覧
に
供
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
一
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

。

「

」

。
）

、

、

号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

－
－

－
－

－

１

二

（
二
・
五

ジ
メ
ト
キ
シ

四

メ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
（
通
称
名
二
Ｃ

Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

二

｛

ビ
ス
（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
ス
ル
フ
ィ
ニ
ル
｝

Ｎ

メ
チ
ル
ア

－
－

－
－

［

セ
ト
ア
ミ
ド
（
通
称
名
Ｍ
ｏ
ｄ
ａ
ｆ
ｉ
ｅ
ｎ
ｄ
ｚ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

一

メ
ト
キ
シ

三
・
三

ジ
メ
チ
ル

一

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン

二

イ
ル
＝
一

（
シ
ク
ロ

－
－

－
－

－
－

－
－

ヘ
キ
シ
ル
メ
チ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
通
称
名
Ｍ
Ｏ

Ｃ

－
－

－
－

－

Ｈ
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

二

指
定
の
失
効
の
理
由

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め

三

失
効
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
年
月
日

と
よ
く
に
薬
局

美
作
市
豊
国
原
三
〇
七

一

調
剤

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

－

金
光
薬
局
長
船
店

瀬
戸
内
市
長
船
町
服
部
五
二
二

一

調
剤

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

－

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

中
務
薬
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
八

調
剤

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

田
辺
薬
局
今
市
店

井
原
市
西
江
原
町
二
五

一

調
剤

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

－

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

辞
退
年
月
日

さ
い
わ
い
薬
局

真
庭
市
福
田
二
七
九

一

調
剤

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
日

－

有
限
会
社
と
よ
く
に
薬
局

美
作
市
豊
国
原
三
〇
七

一

調
剤

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

－

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
、
第
四
十
八
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
せ
と
の
夢

２

所
在
地

岡
山
県
瀬
戸
内
市
邑
久
町
虫
明
六
二
六
八
番
地
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
愛
あ
い
会

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
北
区
楢
津
四
二
九
番
地
の
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
四
〇
〇
九
七
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

さ
く
ら
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
子
守
唄
の
里
高
屋

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
高
屋
町
二
丁
目
七
番
地
三
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

栄
株
式
会
社

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
高
屋
町
三
丁
目
二
五
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
七
〇
〇
八
二
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

生
活
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
あ
か
い
わ
の
郷
我
が
家

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
河
本
一
〇
二
九

三

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



１

名
称

株
式
会
社
い
る
く
る

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
東
区
広
谷
六
八
〇
番
地
九
七

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
三
六
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
楽
木

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
二
宮
六
五
六
番
地
の
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
イ
シ
ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
二
宮
六
五
六
番
地
の
四

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
〇
一
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

梶
並
立
石
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
五
九
六
番
一
地
先

新

三
三
七
・
〇

か
ら

八
・
九
～

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
五
七
七
番
一
一
地

六
一
・
〇

先
ま
で

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
五
九
六
番
一
地
先

旧

三
三
七
・
〇

か
ら

四
・
一
～

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
五
七
七
番
一
一
地

一
六
・
〇

先
ま
で
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

梶
並
立
石
線

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
五
九
六
番
一
地
先
か
ら

平
成
二
十
八

美
作
市
東
谷
上
字
ト
ヨ
ナ
リ
五
七
七
番
一
一
地
先
ま

年
二
月
二
日

で
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〔
三
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
真
庭
あ
ぐ
り
ガ
ー
デ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

甲
本

弘
道

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
中
三
九
六

一

－

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
安
心
、
安
全
な
食
材
の
生
産
勧
奨
と
購
入
、
地

域
や
学
校
で
の
講
演
会
や
見
学
会
の
開
催
に
よ
る
環
境
教
育
、
中
山
間
地
の
安
全
な
産
物
を
使
用
し

た
食
物
の
提
供
、
食
材
購
入
時
間
に
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
過
ご
せ
る
場
所
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ

る
子
育
て
支
援
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
体
験
型
観
光
誘
致
等
に
関
す
る
事
業
を
通
じ
て
、
地
域

の
生
活
環
境
と
自
然
環
境
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
で
、
人
と
自
然
の
調
和
が
と
れ
た
循
環
型
環
境
社

会
づ
く
り
を
す
る
と
と
も
に
、
広
く
地
域
社
会
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社
会
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



〔
三
九
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
テ
ッ
プ

三

代
表
者
の
氏
名

竹
内

要

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
寿
町
三
番
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ひ
と
り
親
（
シ
ン
グ
ル
フ
ァ
ザ
ー
・
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー

・
子
育
て
世
代
・
子
育

）

て
を
し
な
が
ら
働
く
人
た
ち
に
対
し
て
、
笑
顔
で
子
育
て
で
き
る
環
境
作
り
や
、
安
心
し
て
働
け
る

環
境
作
り
や
精
神
安
定
、
地
域
福
祉
社
会
の
公
益
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２８年２月２日　岡山県公報　第１１７５７号



〔
四
〇
〕
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を

こ
の
公
告
に
係
る
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画

に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

大
槻
志
登
司

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
四

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
字
小
出
九
五
五
他
十

三
七
六

四

筆

－

横
田

敏
夫

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
一

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
字
家
ノ
上
一
九
三
二

九
一
五

他
六
筆

松
浦

廣
實

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土
六

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
田
土
字
中
黒
一
六

一
他

－

六
二

三
筆

三
室
農
事
組
合

新
見
市
神
郷
油
野
三
七
三
六

新
見
市
神
郷
油
野
字
タ
ト
リ
三
六
九
一
他
八
十

法
人

三
筆

農
事
組
合
法
人

新
見
市
哲
西
町
大
竹
九
三
〇

新
見
市
哲
西
町
大
竹
字
丸
山
五
九
四
他
三
十
二

大
竹
営
農

五

筆

－

－

農
事
組
合
法
人

新
見
市
哲
西
町
矢
田
四
〇
一

新
見
市
哲
西
町
矢
田
字
キ
ヲ
ン
前
四
二
四
二

フ
ァ
ー
ム
や
だ

〇

三

一
他
八
十
五
筆

－

た
に
鯉
が
窪

児
玉

恒

津
山
市
加
茂
町
桑
原
五
三
七

津
山
市
加
茂
町
桑
原
字
観
音
堂
九
六

藤
田

季
彦

岡
山
市
北
区
津
島
東
三

三

津
山
市
瓜
生
原
字
上
ノ
原
一
四
七
他
七
筆

－

二

二

－
－
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花
田

義
和

美
作
市
滝
四
八
四

美
作
市
英
田
青
野
字
曽
祢
二
三
九
他
二
十
四
筆

農
事
組
合
法
人

美
作
市
赤
田
一
〇

三

美
作
市
吉
字
打
田
七
八
他
十
筆

－

赤
田
営
農
セ
ン

タ
ー

平
田

榮
一

美
作
市
川
上
六
九
四

美
作
市
川
上
字
天
神
畑
ケ
田
四
二
三

二

－

船
田

繁

美
作
市
真
加
部
一
三
二
八

美
作
市
真
加
部
字
苦
竹
七
九

山
本

勝
行

美
作
市
矢
田
一
〇
二
二

美
作
市
矢
田
字
出
口
一
五
三
八
他
二
筆

池
田

秀
敏

美
作
市
小
野
一
八
七
三

三

美
作
市
小
畑
字
ホ
コ
リ
三
九

三

－
－

福
島

信
夫

美
作
市
真
加
部
一
〇

三

美
作
市
久
賀
字
荒
神
ノ
下
タ
二
五
九
他
二
筆

－

土
居

俊
也

美
作
市
川
上
二
三
〇
七

美
作
市
古
町
字
向
カ
ジ
田
一
九
八
二

五
他
四

－

筆

横
山

忠
弘

美
作
市
五
名
一
二
八
九

美
作
市
五
名
字
地
蔵
ノ
元
三
五
三

一
他
五
筆

－

浜
田

英
昭

美
作
市
岩
見
田
二
六
五

美
作
市
巨
勢
字
下
倉
敷
二
九
五
六
他
二
筆

中
嶋

勝
志

美
作
市
下
庄
町
三
一
八

美
作
市
宮
本
字
宮
ノ
上
ミ
一
四
二

一
他
四
筆

－

有
限
会
社
美
作

美
作
市
奥
一
一
一
七

美
作
市
奥
字
曽
根
一
二
二
四

一
他
三
筆

－

農
園

橋
本

光
男

美
作
市
平
福
一
二
〇
七

三

美
作
市
平
福
字
音
田
西
一
〇
一
七

－

鶴
石

正

美
作
市
原
四
六
五

美
作
市
川
北
字
前
田
二
一
六

小
林

勝
彦

美
作
市
平
福
一
〇
一
三

二

美
作
市
友
野
字
荒
神
ノ
下
七
二

－

稲
田

泰
男

真
庭
郡
新
庄
村
四
八
一
七

真
庭
郡
新
庄
村
字
少
田
四
五
六

一
他
十
筆

－

古
市

久
義

苫
田
郡
鏡
野
町
富
西
谷
八
五

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
湯
原
六
五
七

三
他

－

七

一

四
筆

－

－

山
崎

博
嗣

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
八
五

苫
田
郡
鏡
野
町
富
東
谷
字
ゆ
も
う
一
〇
八
一
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三

一

農
事
組
合
法
人

苫
田
郡
鏡
野
町
長
藤
一
七
二

苫
田
郡
鏡
野
町
奥
津
川
西
字
細
田
七
二
二

二

－

長
藤
農
場

他
七
筆

農
事
組
合
法
人

勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
四
四
九

勝
田
郡
奈
義
町
豊
沢
字
土
手
下
一
一
二

一
他

－

豊
沢
営
農
組
合

一

十
一
筆

－

農
事
組
合
法
人

勝
田
郡
奈
義
町
久
常
三
八

勝
田
郡
奈
義
町
柿
字
影
信
三
〇
二
他
八
筆

－

久
常
営
農
組
合

一

株
式
会
社
ラ
イ

勝
田
郡
奈
義
町
柿
三
九
九

勝
田
郡
奈
義
町
柿
字
細
砂
一
〇
二
一

ス
ク
ロ
ッ
プ
長

尾菅
原

繁

久
米
郡
久
米
南
町
北
庄
三
七

久
米
郡
久
米
南
町
北
庄
字
乗
安
三
五
四
六
他
二

二
一

筆

農
事
組
合
法
人

久
米
郡
美
咲
町
安
井
六

一

久
米
郡
美
咲
町
安
井
字
の
り
兼
六
〇
六

四
他

－
－

ア
グ
リ
モ
モ

四
十
二
筆

横
川

守

久
米
郡
美
咲
町
大
垪
和
西
一

久
米
郡
美
咲
町
大
垪
和
西
字
ま
へ
田
一
一
五
〇

五
三
一

一
他
三
筆

－

梶
谷

玉
廣

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
二
八

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
字
カ
ジ
ヤ
マ
へ
二
九
九

五

他
二
筆

金
井

邦
英

久
米
郡
美
咲
町
南
二
二
七
三

久
米
郡
美
咲
町
西
川
字
陰
地
二
〇
六

一
他
四

－

筆

今
井

勝

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
一
五

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
字
岡
一
八
九
四
他
五
筆

五
六

児
山

彰

久
米
郡
美
咲
町
両
山
寺
二
五

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
字
サ
コ
ノ
マ
へ
六
七
〇

二

他
二
筆

石
原

諭
之

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
六
六

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
字
古
ト
フ
一
〇
〇

一

－

七

二

他
一
筆

－

本
田

和
司

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
一
〇

久
米
郡
美
咲
町
打
穴
西
字
横
田
一
〇
二
一

一

－
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九
六

二

他
二
筆

－
大
倉
規
洋
文

久
米
郡
美
咲
町
里
一
二
一
九

久
米
郡
美
咲
町
里
字
二
五

一
四
九
七
他
一
筆

小
林

重
信

久
米
郡
美
咲
町
書
副
四
九
三

久
米
郡
美
咲
町
書
副
字
カ
イ
チ
六
九
一

一
他

－

四
筆

寒
竹

昭
則

久
米
郡
美
咲
町
藤
田
上
九
五

久
米
郡
美
咲
町
藤
田
下
字
下
ノ
前
六
六
七

一

－

一

他
四
筆

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
農
林
水
産
部
農
村
振
興
課
及
び
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
業
振
興
課

四

申
請
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日
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〔
四
一
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
二
級
建

築
士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日

二

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号

加
地

武
宏

二
級
建
築
士

第
五
六
六
五
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

相
続
人
か
ら
、
当
該
二
級
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
た
め
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〔
四
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
岡
谷
字
蓮
池
下
五
五
七

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
中
央
四
丁
目
四

一
一
三
シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
中
央
Ｂ
一
〇
一

－

小
野

貴
史

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
四
七
号
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